
美祢市地域公共交通協議会

○交通不便地域でのミニバスの運行

美祢市では、平成20年度『美祢市地域公共交通総合連携計画』を策
定した。この計画に基づき、今後市内の交通不便地域解消のため、市
内をブロックに分割し、各ブロック内に乗合タクシーを運行する。
これらの本格運行にさきがけ、今年度は10月より山中地区、伊佐地

区、奥万倉・堀越地区を対象としてデマンド方式の実証運行を行う。
運行計画の策定にあたっては、地元住民との意見交換会を行い、利

用ニーズにあった運行計画とする。

【運行計画概要】

■運行区域：山中地区、伊佐地区、奥万倉・堀越地区
■運行日：毎週月・水・金曜日（祝日は除く）
■便数：１日６便
■使用車両：９人乗りジャンボタクシー
■運行形態：４条許可によるデマンド運行
■運行事業者：入札により決定

○市内の交通不便地域の解消を図るため、市内をブロックに分割し、各ブロック内に乗合タクシーを運行する。
○これらの本格運行にさきがけ、山中地区、伊佐地区、奥万倉・堀越地区を対象としてデマンド方式の実証運行を行う。

概 要

平成２０年８月１２日設置
平成２１年２月２３日連携計画策定
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